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〔印章略〕 

令和７年度 社会福祉施設長資格認定講習課程 

【都道府県社会福祉研修主管部（局）長申込】のご案内について 
 
 時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 さて、標記講習につきまして、東京都より周知ならびに受講希望者の取りまとめの依頼がありました。 

下記の通り受講を希望される方は、受講案内を入手のうえ申込方法に従ってお申し込みください。 
 

記 

１ 講習名 

令和７年度 社会福祉施設長資格認定講習課程 
 

２ 受講対象 

（1）①または②に該当する方で、受講案内 p.2 記載の「社会福祉施設の長になるための必要な資格要件」を 

満たしていない方。  

① 社会福祉施設長就任予定がおおむね 5 年以内の方 

※施設長就任予定が不確定の場合は、受講できません。 

② すでに社会福祉施設長に就任している方 

※社会福祉施設長の資格要件については、自治体ごとに基準が異なる場合がありますので、中央福祉学院

ではなく、必要に応じて各都道府県・指定都市・中核市の社会福祉研修主管部（局）に照会ください。 

（2）自治体等から受講の要請があった方 
 

３ 受講案内・申込書の入手方法 

福祉局のホームページから受講案内・申込書をダウンロードしていただき、ご確認ください。 

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kiban/fukushijinzai/teichakuikusei/juujishamukekenshuu/shikakuninteikousyu 
 

４ 申込方法 

 申込書（２枚組）に必要事項をご記入のうえ、下記①中央福祉学院または②東京都福祉人材センター研修室の 

どちらか一方に郵送してください。※締切日が異なることにご注意ください。 
 

 申込方法 申込書の送付先・問合せ 

※どちらか一方にご提出ください。 

申込締切 

① 中央福祉学院へ 

直接申込 

社会福祉法人 全国社会福祉協議会 

中央福祉学院 社会福祉施設長資格認定講習係 

〒240-0197 神奈川県三浦郡葉山町上山口 1560-44 

TEL.046（858）1355 FAX.046（858）1356 

４月７日（月）必着 

② 東京都福祉人材 

センター研修室・

東京都所管課に 

よる取りまとめ 

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会 

東京都福祉人材センター研修室（結城） 

〒112-0006 東京都文京区小日向４－１－６  

東京都社会福祉保健医療研修センター１階 

TEL.03（5800）3335 FAX.03（5800）0449 

3 月 31 日（月）必着 

 
※講習の具体的な内容につきましては、中央福祉学院に直接お問合せください。 

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kiban/fukushijinzai/teichakuikusei/juujishamukekenshuu/shikakuninteikousyu

